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令和６年度第５回袖ケ浦市介護保険運営協議会議事録（書面開催） 

 

１ 開催日時  ・書類発送：令和６年１２月２６日 

・回 答 書：令和７年１月２２日までに委員全員から受領 

 

２ 出席委員（回答いただいた委員）１５名（委員全員） 

会 長 杉浦 弘樹 委 員 中村 武仁 

副会長 大熊 賢滋 委 員 石井 美喜男 

委 員 太田 輝男 委 員 望月 英太郎 

委 員 井上 裕二 委 員 松並 秀年 

委 員 矜田 稲子 委 員 石川 尚子 

委 員 井村 紀子 委 員 佐々 美穂 

委 員 山本 賀奈惠 委 員 岡嵜 圭次郎 

委 員 栗林 典代  

 

３ 出席職員（対応職員） 

福祉部長 金子 則彦 

 介護保険課長 小幡 久美子 

介護保険課管理班長 渡辺 徳人 

 

４ 議題 

議題（１）令和６年度指定介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント業務 

の委託について 

報 告 事 項 
「茶ノ木台くらぶ」、「楽隠居」及び「すまいるリハケア

マネジャー事業所」への業務委託について 

回 答 数 １５名 

質問、意見等 なし 

 

議題（２）介護予防・日常生活支援総合事業におけるサービス事業者の指定に 

ついて（報告） 
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議題（１）　令和６年度指定介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント業務の委託について（事後報告）

住所
指定有効
開始年月日

指定有効
終了年月日

住所 法人名

1
袖ケ浦市地
域包括支援
センター

令和6年11月1日 1277500185 茶ノ木台くらぶ
千葉県いすみ市山田6033-
2

令和5年9月1日 令和11年8月31日
千葉県いすみ市山田字茶ノ
木台5966-1

社会福祉法人茶ノ木台くら
ぶ

2
長浦地区地
域包括支援
センター

令和6年11月1日 1270502188 楽隠居
千葉県千葉市緑区おゆみ
野南2-11-1
オフィスおゆみ野202

令和3年4月1日 令和9年3月31日
千葉県市原市ちはら台西6-
24-175

株式会社シャイニーケア

3
長浦地区地
域包括支援
センター

令和6年12月1日 1271101899
すまいるリハケ
アマネジャー事
業所

千葉県木更津市真舟5-24-
7

令和1年5月1日 令和7年3月31日 千葉県木更津市真舟5-2-3
すまいるリハビリサービス
株式会社

【補足説明】

●指定介護予防支援、介護予防ケアマネジメント：介護予防支援も介護予防ケアマネジメントも基本的な考え方や流れは同じであり、要支援者等がサービスの円滑な利用ができるよう、心身
の状況を把握しケアプランを作成したり、サービス事業者との連絡調整等を行う業務です。

　「茶ノ木台くらぶ」、「楽隠居」及び「すまいるリハケアマネジャー事業所」につきましては、ご利用者様がこの事業所のことをよくご存じであり、ケアマネジメントの依頼を強く希望され、早急な
サービス利用の必要性があったため、事後でのご意見をいただくものであります。

●令和６年９月１日現在、本運営協議会にて、居宅介護支援事業所への指定介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント業務委託についてご意見をいただき、以下の居宅支援事業所と契
約を締結しております。
　【袖ケ浦市地域包括支援センター：３１事業所（市内１０事業所、市外２１事業所）、長浦地区地域包括支援センター：２８事業所（市内１０事業所、市外１８事業所）、平川地区地域包括支援セ
ンター：２４事業所（市内９事業所、市外１５事業所）】
今回下記の居宅介護支援事業所より、業務委託契約の希望がありましたので、委託事業所の追加に関してご意見をいただくものです。
なお、本来であれば公正・中立性を確保する観点から、事前にご意見をいただくものでございますが、やむをえない理由により事後でのご意見をいただくものです。

№ 事業所番号 事業所名
居宅介護支援事業所 運営主体

指定介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント業務　委託事業所（追加分）

契約包括 契約日

議
題
（
１
）
資
料



議題（２）　介護予防・日常生活支援総合事業におけるサービス事業者の指定について

【新規】

法人名 代表者役職 代表者 指定開始日 指定終了日

つばき訪問介護事業所
千葉県木更津市永井
作２丁目５番３号

第１号訪問事業 合同会社　令和の介護 代表社員 柏木　謙作 令和6年11月1日 令和12年10月31日

シニアフィットネス介さん
千葉県木更津市金田
東４丁目４番地３４

第１号通所事業 合同会社よりそい 代表社員 添田　有 令和6年11月1日 令和12年10月31日

●介護予防・日常生活支援総合事業：高齢者が要介護状態等となることを予防したり、要介護状態等の軽減や悪化の防止、要介護状態等となった場合
においても、可能な限り地域において自立した生活を営むことができるよう支援する事業。

●介護予防・日常生活支援総合事業におけるサービス事業者の指定について、新規指定が２件あったことから報告するものです。
 なお、令和６年１１月１日現在、第１号訪問事業（訪問介護相当サービス）については３９事業所、第１号訪問事業（訪問型サービスＡ）については
４事業所、第１号通所事業（通所介護相当サービス）については４０事業所を指定。

事業所名 住所 サービス種別
運営主体 指定有効期間

議
題
（
２
）
資
料


